
 

平成２４年１月３１日 

北 陸 信 越 運 輸 局 

新 潟 運 輸 支 局 

貸切バス事業者に対する警告について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（問い合わせ先） 

北陸信越運輸局新潟運輸支局 輸送・監査部門 土田、竹村 
℡ ０２５－２８５－３１２４ 

 

 

一般貸切旅客自動車運送事業者である「株式会社聖篭タクシー」に対し、以

下の理由により、北陸信越運輸局新潟運輸支局長が文書による警告を行いまし

たので、お知らせします。 

 

記 
１．警告の年月日 

  平成２４年１月３１日 

 

２．警告の対象事業者及び営業所（所在地） 

株式会社聖篭タクシー   （北蒲原郡聖籠町大字網代浜９０４番地１） 

 免許センター前営業所  （北蒲原郡聖籠町東港７丁目６１番地１６）          

 

３．処分等の内容 

  警 告 

  ・この処分により付された違反点数は 0点（累積違反点数 0点） 

    

４．主な違反の概要 

  ○運転者に対する過労防止措置を怠っていた。 

（道路交通法第２７条第 1項違反、旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項違反） 

 


